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市
の
財
政
運
営

	

厳
し
い
財
政
状
況

の
中
、
経
常
経
費
の
大
幅

な
削
減
や
補
助
金
の
見
直

し
な
ど
に
取
り
組
ん
だ
平

成
二
十
五
年
度
決
算
に
対

す
る
市
長
の
見
解
は
。

	

第
三
セ
ク
タ
ー
等

改
革
推
進
債
の
償
還
が
始

ま
り
非
常
に
厳
し
い
財
政

状
況
の
中
、
当
初
予
算
に

計
上
し
て
い
た
二
町
谷
埋

立
地
の
売
却
収
入
が
契
約

解
除
に
伴
っ
て
見
込
め
な

く
な
り
、
大
変
な
事
態
と

な
っ
た
場
面
も
あ
っ
た
。

　

結
果
的
に
は
、
財
源
の

手
当
て
が
で
き
て
赤
字
決

算
に
な
ら
な
い
措
置
を
と

り
、
何
と
か
や
り
く
り
が

で
き
た
。

歳
入
の
増
加
策

	

ふ
る
さ
と
納
税
に

よ
る
増
収
効
果
が
大
き
か

っ
た
が
、
こ
の
感
想
を
伺

い
た
い
。

	

三
浦
市
の
持
っ
て

い
る
記
念
品
の
ポ
テ
ン
シ

ャ
ル
の
高
さ
か
ら
支
持
を

得
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
記
念
品
を
提
供

い
た
だ
い
て
い
る
事
業
者

の
皆
さ
ん
と
の
協
力
、
連

携
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
大
き
な
要
因
と
思
わ
れ

る
。

企
業
誘
致
活
動
の
状
況

	

市
の
最
重
要
事
項

で
あ
る
二
町
谷
埋
立
地
へ

の
企
業
誘
致
に
つ
い
て
、

二
十
五
年
度
の
成
果
を
伺

い
た
い
。

	

借
地
に
よ
り
地
元

事
業
者
の
工
場
が
進
出
し

た
こ
と
は
一
つ
の
動
き
だ

と
考
え
て
い
る
。
土
地
の

売
却
に
よ
る
進
出
と
い
う

こ
と
で
は
、
ま
だ
結
果
が

出
て
い
な
い
の
で
、
今
後

も
引
き
続
き
取
り
組
み
を

進
め
た
い
。

質
問

答
弁

質
問

答
弁

質
問

答
弁

委
員
長	

石
原
正
宣

副
委
員
長	

出
口
正
雄

委　

員	

石
橋
む
つ
み

	

寺
田
一
樹

	

石
川　

巧

	

草
間
道
治

	

藤
田　

昇

決
算
審
査

特
別
委
員
会

総
括
質
疑

市
政
全
般
に
わ
た
り

市
長
に
質
疑

　

平
成
二
十
五
年
度
の
一
般
会
計
、
特
別
会
計
（
国
民

健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
、
介
護
保
険
、
市
場
、

公
共
下
水
道
、
第
三
セ
ク
タ
ー
等
改
革
推
進
債
償
還
）

及
び
企
業
会
計
（
病
院
、
水
道
）
の
決
算
議
案
は
、
七

人
の
委
員
で
構
成
す
る
決
算
審
査
特
別
委
員
会
に
付
託

さ
れ
、
五
日
間
に
わ
た
り
審
査
さ
れ
ま
し
た
。

定 例 会 の 経 過 と 概 要
月　日 曜日 会　　議　　名 内　　　　　　　容

９月 ３日 水 本会議 会期の決定、一般質問

４日 木 本会議 一般質問

５日 金 本会議 一般質問、議案の審議（説明・委員会付託）

８日 月 総務経済常任委員会 議案・請願・陳情の審査

９日 火 都市厚生常任委員会 議案・陳情の審査

１０日 水
本会議 議案の審議（説明・委員会付託）

総務経済常任委員会 議案の審査

１１日 木

決算審査特別委員会 議案の審査

１２日 金

１６日 火

１７日 水

１８日 木

１９日 金 財政問題等特別委員会 三浦市の財政問題等に関する審査

２５日 木 本会議

議案の審議（総務経済・都市厚生・決算審査の
各委員長報告・修正案・討論・採決）、人事案件
（教育委員会委員、公平委員会委員）、選挙管理
委員・同補充員の選挙、閉会中継続審査申し出、
議員派遣について、報告

　

平
成
二
十
六
年
第
三
回
定
例
会
は
、
九
月
三
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
を

会
期
と
し
て
開
か
れ
、
二
十
四
議
案
を
審
議
し
ま
し
た
。

　

議
会
基
本
条
例
に
基
づ
き
、
今
定
例
会
で
は
、
一
問
一
答
方
式
に
よ
る

議
案
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
十
月
十
八
日
・
十
九
日
に
は
、
初
め
て
の
議
会
報
告
会
を
開
催

し
、
議
会
基
本
条
例
制
定
後
の
議
会
改
革
の
取
り
組
み
や
平
成
二
十
五
年

度
決
算
審
査
に
つ
い
て
の
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

第３回定例会

平
成
二
十
五
年
度
決
算
を
認
定

平
成
二
十
五
年
度
決
算
を
認
定

平
成
二
十
五
年
度
決
算
を
認
定

三
崎
中
学
校
体
育
館
等
に
係
る
補
正
予
算
等
を
審
議



三 浦 市 議 会 だ よ り平成 26年（2014年）11 月 1日 第 117 号 （ 2）

第 3回定例会の本会議録は、12月上旬から市役所市民協働課、図書館、またはホームページ内の会議録検索システムで閲覧できます。

歳
　
　
入

・

市
税
の
収
入
が
増
加
し
た

要
因
に
つ
い
て

・

財
産
売
払
収
入
の
内
訳
に

つ
い
て

・

交
付
金
の
概
要
と
実
施
事

業
に
つ
い
て

・

生
活
保
護
費
に
係
る
国
庫

負
担
金
に
つ
い
て

歳
　
　
出

●
総
務
費

・

市
の
若
手
職
員
の
参
加
に

よ
る
政
策
研
究
事
業
の
取

り
組
み
状
況
に
つ
い
て

・

ふ
る
さ
と
納
税
に
よ
る
市

内
産
業
の
活
性
化
に
つ
い

て
●
民
生
費

・

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の

充
足
状
況
と
市
の
サ
ポ
ー

ト
体
制
に
つ
い
て

・

生
活
保
護
費
の
支
出
状
況

に
つ
い
て

・

児
童
虐
待
防
止
の
取
り
組

み
に
つ
い
て

●
衛
生
費

・

ご
み
ダ
イ
エ
ッ
ト
大
作
戦

に
よ
る
ご
み
の
減
量
化
の

成
果
と
今
後
の
取
り
組
み

に
つ
い
て

・

が
ん
検
診
の
受
診
状
況
と

受
診
勧
奨
に
つ
い
て

・

健
康
教
育
の
取
り
組
み
に

つ
い
て

●
農
林
水
産
業
費

・

有
害
鳥
獣
に
よ
る
被
害
へ

の
対
応
策
に
つ
い
て

・

三
崎
港
の
ゲ
ス
ト
バ
ー
ス

の
利
活
用
に
つ
い
て

・

二
町
谷
地
区
の
越
波
対
策

の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

●
商
工
費

・

教
育
旅
行
の
誘
致
に
つ
い

て
・

フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

推
進
事
業
の
経
済
効
果
と

今
後
の
展
望
に
つ
い
て

・

中
小
企
業
者
へ
の
支
援
制

度
に
つ
い
て

●
土
木
費

・

平
成
二
十
五
年
度
中
に
発

生
し
た
自
然
災
害
に
よ
る

事
業
へ
の
影
響
に
つ
い
て

・

都
市
計
画
区
域
の
線
引
き

見
直
し
に
つ
い
て

・

幹
線
道
路
の
整
備
促
進
に

つ
い
て

	

自
然
災
害
へ
の
対
応

は
、
そ
の
重
要
性
を
認
識
し

て
、
全
庁
で
協
力
し
て
取
り

組
ん
で
も
ら
い
た
い
。
ま
た
、

予
算
的
な
措
置
も
必
要
で
は

な
い
か
。

●
消
防
費

・

新
消
防
庁
舎
の
建
設
に
つ

い
て

・

消
防
団
員
の
充
足
率
と
年

齢
構
成
に
つ
い
て

・

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
取
り
扱
い
に
関

す
る
講
習
の
実
施
状
況
に

つ
い
て

●
教
育
費

・

教
材
、
教
具
整
備
の
予
算

減
額
に
伴
う
影
響
に
つ
い

て
・

青
少
年
指
導
員
の
活
動
内

容
と
事
業
の
見
直
し
に
つ

い
て

・

赤
坂
遺
跡
の
施
設
指
定
地

内
へ
の
芝
の
植
栽
と
管
理

に
つ
い
て

	

芝
の
植
栽
、
管
理
業

務
は
十
分
な
管
理
を
欠
い
て

い
た
。
再
発
防
止
策
の
検
討

を
求
め
た
い
。

●
災
害
復
旧
費

・

台
風
の
際
に
学
校
林
が
倒

壊
し
、
民
家
に
被
害
を
与

え
た
件
に
つ
い
て

	

今
後
も
自
然
災
害
に

よ
り
市
が
損
害
を
与
え
る
事

例
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
賠

償
に
係
る
事
案
の
解
決
方
法

を
検
討
し
て
も
ら
い
た
い
。

・

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

が
減
少
し
て
い
る
要
因
に

つ
い
て

・

保
険
給
付
費
の
抑
制
に
向

け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て

・
特
定
健
康
診
断
の
受
診
率

向
上
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
・

保
険
料
の
軽
減
措
置
を
受

け
て
い
る
被
保
険
者
数
の

割
合
に
つ
い
て

	

本
制
度
は
、
高
齢
者

が
増
加
す
る
ほ
ど
保
険
給
付

費
が
増
加
す
る
と
い
う
矛
盾

を
抱
え
て
お
り
、
制
度
の
根

本
的
な
議
論
を
す
べ
き
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
本
会
計
に
は

賛
成
で
き
な
い
。

・

要
介
護
認
定
者
の
増
加
傾

向
に
つ
い
て

・

介
護
予
防
啓
発
事
業
の
積

極
的
な
取
り
組
み
に
つ
い

て

	

地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
役
割
を
十
分
に
市
民

へ
周
知
し
、
今
後
さ
ら
に
活

用
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
検
討

し
て
も
ら
い
た
い
。

・

貸
し
事
務
室
の
入
室
状
況

と
空
き
室
対
策
の
考
え
方

に
つ
い
て

・

自
主
財
源
に
よ
る
市
場
の

経
営
に
つ
い
て

・

公
共
下
水
道
へ
の
接
続
状

況
に
つ
い
て

・

下
水
道
汚
泥
の
収
集
運
搬

に
係
る
経
費
に
つ
い
て

・

二
町
谷
に
進
出
し
た
事
業

者
か
ら
の
土
地
貸
付
収
入

に
つ
い
て

	

二
町
谷
で
稼
働
し
て

い
る
下
水
道
施
設
の
こ
と
も

考
え
、
さ
ら
に
企
業
の
進
出

が
進
む
よ
う
、
誘
致
活
動
に

注
力
し
て
も
ら
い
た
い
。

・

平
成
二
十
五
年
度
の
経
営

状
況
に
つ
い
て

・

糖
尿
病
疾
病
管
理
の
取
り

組
み
状
況
に
つ
い
て

	

市
立
病
院
の
患
者
の

傾
向
と
し
て
、
三
崎
地
区
の

住
民
が
多
数
を
占
め
て
い

る
。
他
の
地
域
か
ら
の
受
け

入
れ
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の

工
夫
が
必
要
で
は
な
い
か
。

・

水
道
料
金
の
近
隣
自
治
体

と
の
比
較
に
つ
い
て

・

老
朽
管
更
新
の
状
況
に
つ

い
て

─
─
─
─　

◇　

─
─
─
─

　

質
疑
終
了
後
、
一
般
会
計

決
算
及
び
後
期
高
齢
者
医
療

事
業
特
別
会
計
決
算
に
つ
い

て
、
討
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

○
石
橋
む
つ
み
委
員
よ
り
、

平
成
二
十
五
年
度
は
、
子
供

の
医
療
費
助
成
制
度
の
対
象

年
齢
の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ

な
か
っ
た
こ
と
、
小
中
学
校

の
就
学
援
助
制
度
は
近
隣
他

市
と
の
格
差
が
大
き
い
こ

と
、
ま
た
、
道
路
の
維
持
補

修
へ
の
適
正
な
予
算
配
分
等

に
工
夫
・
努
力
が
必
要
で
あ

る
こ
と
等
が
反
対
の
理
由
と

し
て
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

○
石
川　

巧
委
員
よ
り
、
厳

し
い
財
政
状
況
の
中
、
み
う

ら
誘
客
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
事

業
な
ど
に
よ
る
政
策
の
強

化
・
一
元
化
や
、
ふ
る
さ
と

納
税
制
度
の
活
用
等
に
よ
り

財
源
捻
出
に
努
め
た
こ
と
、

ま
た
、
二
町
谷
埋
立
地
の
売

却
が
で
き
な
か
っ
た
分
は
、

ご
み
ダ
イ
エ
ッ
ト
大
作
戦
や

徴
収
強
化
等
の
取
り
組
み
に

よ
り
、
補
て
ん
財
源
を
確
保

し
た
こ
と
等
が
賛
成
の
理
由

と
し
て
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

○
石
橋
む
つ
み
委
員
よ
り
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、

七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
を

別
枠
の
医
療
制
度
に
囲
い
込

む
も
の
で
あ
り
、
高
齢
者
の

負
担
増
と
給
付
削
減
に
向
か

っ
て
い
る
状
況
か
ら
、
速
や

か
に
以
前
の
老
人
保
健
制
度

に
戻
し
、
医
療
制
度
の
あ
り

方
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
が
反
対
の
理
由
と
し
て
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。

意
見

意
見

意
見

国
民
健
康
保
険
事
業

後
期
高
齢
者
医
療
事
業

意
見

介
護
保
険
事
業

意
見

市
場
事
業

公
共
下
水
道
事
業

第
三
セ
ク
タ
ー
等
改
革
推
進
債

償
還
事
業

意
見

病
院
事
業

意
見

水
道
事
業

一
般
会
計

後
期
高
齢
者
医
療
事
業

◎
三
浦
市
市
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

本
案
は
、
法
人
市
民
税
と

軽
自
動
車
税
の
税
率
の
変
更

等
を
行
う
も
の
で
す
。

	

軽
自
動
車
税
の
税
率

引
き
上
げ
は
市
民
負
担
が
増

す
た
め
、
本
案
に
は
賛
成
で

き
な
い
。

◎
三
浦
市
営
住
宅
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

本
案
は
、
市
営
住
宅
の
入

居
者
資
格
の
規
定
を
整
備
す

る
も
の
で
す
。

（
質
疑
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
）

◎
字
の
区
域
の
変
更
に
つ
い
て

　

本
案
は
、
換
地
計
画
の
作

成
に
際
し
、
字
区
域
を
変
更

す
る
も
の
で
す
。

（
質
疑
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
）

◎
平
成
二
十
六
年
度
三
浦
市

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
二
号
）

　

本
補
正
は
、
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
一
億
四
千
百
二
万
九

千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
百
六
十
五
億

一
千
三
十
七
万
二
千
円
と
す

る
も
の
で
す
。

（
質
疑
の
主
な
項
目
）

・	

潮
風
ア
リ
ー
ナ
の
雨
漏
り

の
修
繕
に
つ
い
て

◎
平
成
二
十
六
年
度
三
浦
市

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
三
号
）

　

本
補
正
は
、
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
四
千
六
百
九
十
六
万

三
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
百
六
十
五

億
五
千
七
百
三
十
三
万
五
千

円
と
す
る
も
の
で
す
。

（
質
疑
の
主
な
項
目
）

・	

三
崎
中
学
校
体
育
館
及
び

武
道
場
の
建
設
工
事
の
入

札
不
調
に
つ
い
て

◎
三
浦
市
特
定
教
育
・
保
育

施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例

　

本
案
は
、
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
法
の
施
行
に
伴
い
、

関
連
施
設
の
運
営
基
準
を
定

め
る
も
の
で
す
。

	

保
育
士
の
処
遇
や
保

育
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
本
案
に
は
賛
成

で
き
な
い
。

◎
三
浦
市
家
庭
的
保
育
事
業

等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例

　

本
案
は
、
児
童
福
祉
法
の

改
正
に
伴
い
、
家
庭
的
保
育

事
業
等
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
も
の
で
す
。

	

子
供
の
健
康
と
安
全

面
を
第
一
に
考
え
る
と
、
本

案
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

◎
三
浦
市
風
致
地
区
条
例

　

本
案
は
、
風
致
地
区
内
に

お
け
る
建
築
物
の
建
築
、
宅

地
の
造
成
等
の
規
制
に
つ
い

て
規
定
す
る
も
の
で
す
。

	

県
条
例
に
定
め
ら
れ

て
い
た
規
定
が
変
更
さ
れ
る

こ
と
は
納
得
で
き
ず
、
本
案

に
は
賛
成
で
き
な
い
。

◎
三
浦
市
福
祉
事
務
所
設
置

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

本
案
は
、
同
施
設
の
位
置

等
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

（
質
疑
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
）

◎
三
浦
市
福
祉
会
館
条
例
を

廃
止
す
る
条
例

　

本
案
は
、
同
施
設
を
廃
止

す
る
も
の
で
す
。

（
質
疑
の
主
な
項
目
）

・	

廃
止
後
の
建
物
の
管
理
方

針
に
つ
い
て

◎
三
浦
市
保
育
の
実
施
に
関

す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

　

本
案
は
、
児
童
福
祉
法
の

一
部
改
正
等
に
伴
い
、
条
例

を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

	

子
育
て
支
援
新
制
度

は
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
を

前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
本

案
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

◎
平
成
二
十
六
年
度
三
浦
市

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
一
号
）

　

本
補
正
は
、
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
九
百
一
万
六
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
四
十
五
億
一
千
七
百

二
万
八
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

（
質
疑
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
）

◎
財
産
の
無
償
譲
渡
に
つ
い
て

　

本
案
は
、
市
の
施
設
を
区

に
無
償
譲
渡
す
る
も
の
で
す
。

（
質
疑
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
）

意
見

意
見

意
見

意
見

意
見

常
任
委
員
会

常
任
委
員
会

〜
議
案
の
審
査
概
要
〜
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墜落事故現場（二町谷埋立地内） 三崎下町の駐車場

市内の住宅地

	

多
く
の
観
光
客
が
訪

れ
る
三
崎
下
町
地
区
の
再
整

備
は
喫
緊
の
課
題
だ
が
、
市

の
財
政
状
況
か
ら
、
ま
ず
は

駐
車
場
や
公
衆
ト
イ
レ
に
つ

い
て
の
対
策
を
求
め
た
い
。

　

駐
車
場
対
策
と
し
て
、
城

ヶ
島
地
区
の
駐
車
場
を
活
用

す
る
こ
と
で
、
両
地
区
の
活

性
化
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、

連
携
を
強
化
し
て
は
ど
う
か
。

	

城
ヶ
島
の
駐
車
場
を

有
効
に
活
用
し
た
い
と
考
え

て
い
る
が
、
下
町
へ
行
く
た

め
に
城
ヶ
島
駐
車
場
を
利
用

す
る
と
い
う
考
え
方
で
は
な

く
、
一
体
的
な

観
光
地
と
し
て

城
ヶ
島
の
駐
車

場
が
活
用
さ
れ

る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
思
う
。

回
数
の
増
は

	

み
う
ら
夜
市
は
、
夏

の
風
物
詩
と
し
て
欠
か
せ
な

い
イ
ベ
ン
ト
に
成
長
し
た
。

　

下
町
商
店
街
の
振
興
に
役

立
つ
、
ネ
ー
ム
バ
リ
ュ
ー
の

あ
る
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
年

に
一
回
だ
け
で
は
な
く
、
定

期
的
に
開
催
す
る
こ
と
は
考

え
ら
れ
な
い
か
。

	

み
う
ら
夜
市
は
、
多

く
の
市
の
負
担
金
で
行
わ
れ

て
お
り
、
開
催
頻
度
が
ふ
え

れ
ば
市
の
負
担
が
ふ
え
、
あ

る
い
は
イ
ベ
ン
ト
の
規
模
を

縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　

下
町
商
店
街
の
皆
様
を
中

心
に
イ
ベ
ン
ト
を
展
開
し
、

市
が
広
報
の
サ
ポ
ー
ト
を
す

る
と
い
う
仕
組
み
が
ベ
ス
ト

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

学
校
教
育
で
の
指
導

	

近
年
、
危
険
ド
ラ
ッ

グ
に
関
連
し
た
事
件
、
事
故

が
後
を
絶
た
な
い
。

　

喫
煙
、
飲

酒
、
薬
物
の

低
年
齢
化
が

進
ん
で
い
る

と
思
わ
れ
、

よ
り
早
い
段

階
で
の
指
導

が
必
要
だ
が
、

学
校
で
の
指

導
に
つ
い
て

聞
き
た
い
。

	

　

	

小
学
校
三
、
四

年
生
で
、
た
ば
こ
の
害
な
ど

に
つ
い
て
学
び
、
全
学
年
対

象
と
し
て
は
、
県
と
連
携
し

て
薬
物
乱
用
防
止
教
室
を
行

っ
て
い
る
。

　

子
供
た
ち
が
危
険
か
ら
身

を
守
る
た
め
の
知
識
や
判
断

力
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
、

教
育
委
員
会
と
し
て
サ
ポ
ー

ト
し
て
い
き
た
い
。　

質
問

市
長

質
問

市
長

質
問

教
育
部
長

	

昨
年
十
二
月
に
二
町

谷
埋
立
地
に
米
軍
の
ヘ
リ
コ

プ
タ
ー
が
墜
落
し
た
。

　

こ
の
事
故
に
よ
り
行
っ
た

土
壌
汚
染
の
調
査
費
用
の
全

額
を
、
南
関
東
防
衛
局
を
通

じ
て
請
求
す
る
と
し
て
い
た

が
、
全
額
支
払
わ
れ
た
の
か
。

	
　

	
請
求
額
は
四
十

八
万
四
千
五
百
五
十
二
円
で
、

市
が
請
求
し
た
全
額
を
米
軍

側
が
負
担
を
す
る
形
に
な
っ

て
い
る
。

　

請
求
は
八
月
二
十
八
日
に

行
い
、
近
日
中
に
市
の
ほ
う

に
入
金
さ
れ
る
も
の
と
理
解

し
て
い
る
。

避
難
対
策

	
	
	

国
の
原

子
力
艦
災
害
対

策
マ
ニ
ュ
ア
ル

で
は
、
横
須
賀
市
で
原
子
力

艦
船
の
事
故
が
発
生
し
た
場

合
、
三
浦
市
民
は
屋
内
退
避

と
な
る
が
、
そ
の
後
の
避
難

な
ど
、
市
単
独
で
の
対
応
が

可
能
な
の
か
。

　

三
浦
半
島
七
十
万
人
の
安

全
対
策
を
と
る
観
点
で
、
国
・

県
に
避
難
対
策
を
求
め
る
よ

う
、
吉
田
市
長
が
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
を
発
揮
し
て
四
市
一
町

で
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
。

	

原
子
力
災
害
の
発
生

時
、
避
難
対
象
区
域
が
広
域

と
な
っ
た
場
合
に
は
一
自
治

体
で
の
対
応
は
困
難
で
あ
る
。

　

避
難
体
制
の
確
立
に
つ
い

て
は
、
他
の
自
治
体
と
歩
調

を
合
わ
せ
て
国
・
県
へ
の
働

き
か
け
を
検
討
し
た
い
。

計
画
の
進
捗
状
況

	

市
の
介
護
保
険
計
画

に
基
づ
き
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
二
カ
所
で
二

百
床
の
増
床
計
画
が

あ
る
。

　

三
浦
市
で
は
、
有

料
老
人
ホ
ー
ム
に
入

居
で
き
な
い
高
齢
者

が
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
の
増
床
に
期
待

を
か
け
て
い
る
。
ま

た
、
施
設
整
備
は
介

護
保
険
料
の
算
定
に

関
係
し
て
く
る
が
、

確
実
に
建
設
さ
れ
る

予
定
な
の
か
。

	

一
カ
所
は
具
体
的
な

進
捗
が
な
く
、
も
う
一
カ
所

は
県
の
審
査
が
継
続
し
て
い

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
市

の
計
画
に
基
づ
い
て
事
業
者

を
選
定
し
て
お
り
、
建
設
が

前
に
進
む
よ
う
事
業
者
を
見

守
り
つ
つ
調
整
を
図
り
た
い
。

質
問

政
策
部
長

質
問

市
長

質
問

市
長

	

全
国
的
に
空
き
家
の

増
加
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

空
き
家
の
安
心
・
安
全
な

管
理
と
と
も
に
、
人
口
急
減

に
対
す
る
定
住
促
進
策
や
地

域
経
済
活
性
化
と
し
て
、
空

き
家
バ
ン
ク
を
推
進
す
べ
き

だ
と
考
え
る
が
、
導
入
の
可

能
性
を
お
伺
い
し
た
い
。

	

空
き
家
バ
ン
ク
は
さ

ま
ざ
ま
な
自
治
体
が
行
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
一
定
の

成
果
が
期
待
で
き
る
と
思
う
。

　

三
浦
市
に
合
っ
た
制
度
を

研
究
し
て
い
き
た
い
が
、
ま

ず
は
地
元
の
不
動
産
業
界
の

皆
様
に
ニ
ー
ズ

や
扱
う
範
囲
等

を
確
認
し
た
い
。

避
難
勧
告

	
	
	

八
月
の

広
島
土
砂
災
害
を
は
じ
め
、

全
国
的
に
集
中
豪
雨
に
よ
る

被
害
が
広
が
っ
て
い
る
。

　

三
浦
市
で
の
土
砂
災
害
に

関
す
る
避
難
勧
告
の
発
令
は
、

三
浦
市
に
土
砂
災
害
警
戒
情

報
が
発
表
さ
れ
、
か
つ
斜
面

の
亀
裂
等
、
前
兆
現
象
が
確

認
さ
れ
た
場
合
と
な
っ
て
い

る
が
、
住
民
避
難
が
お
く
れ

る
こ
と
は
な
い
の
か
。

	

　

	

こ
こ
数
年
、
全

国
各
地
で
頻
発
し
て
い
る
、

短
時
間
で
降
る
記
録
的
な
豪

雨
に
対
応
す
る
た
め
、
避
難

勧
告
等
の
基
準
を
見
直
す
必

要
は
認
識
し
て
い
る
。

　

既
に
担
当
課
内
で
も
検
討

を
始
め
て
お
り
、
各
防
災
関

係
機
関
の
意
見
を
得
て
、
実

効
性
の
あ
る
発
令
基
準
と
な

る
よ
う
進
め
た
い
。

外
国
人
観
光
客
へ
の
対
応

	

二
〇
二
〇
年
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
て
、
外

国
人
観
光
客
を
も
て
な
す
環

境
整
備
に
努

め
て
ほ
し
い
。

　

最
近
、
三

浦
市
内
に
来

る
イ
ス
ラ
ム

教
圏
の
お
客

様
が
ふ
え
て

い
る
と
聞
く
。

イ
ス
ラ
ム
教

徒
の
食
べ
る

こ
と
の
で
き

る
ハ
ラ
ル
フ
ー
ド
へ
の
対
応

を
お
聞
き
し
た
い
。

	

　

	

三
浦
市
の
食
材

が
ハ
ラ
ル
フ
ー
ド
と
し
て
認

定
さ
れ
る
可
能
性
は
多
分
に

あ
る
が
、
認
証
を
受
け
、
毎

年
更
新
を
す
る
に
は
高
額
な

費
用
負
担
が
想
定
さ
れ
る
。

市
内
の
各
事
業
者
が
、
経
営

の
見
地
か
ら
ど
の
よ
う
に
考

え
る
か
が
重
要
だ
と
思
う
。

質
問

市
長

質
問

総
務
部
長

質
問

経
済
部
長

下
町
の
駐
車
場
対
策

み
う
ら
夜
市
、
危
険
ド
ラ
ッ
グ

フ
ォ
ー
ラ
ム
み
う
ら　

寺
田　

一
樹

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
墜
落
事
故

原
子
力
災
害
、
増
床
計
画

日
本
共
産
党　

立
本　

眞
須
美

空
き
家
対
策

土
砂
災
害
対
策
、
ハ
ラ
ル
フ
ー
ド

み
う
ら
市
政
会　

石
川　

巧

質
問
と
答
弁
の
要
旨

　

一
般
質
問
と
は
、
市
政
全
般
に
わ
た
っ
て
報
告

や
説
明
を
求
め
た
り
、
疑
問
を
た
だ
す
こ
と
を
い

い
ま
す
。

　

今
定
例
会
で
は
、
十
三
人
の
議
員
が
市
政
運
営

に
つ
い
て
市
側
の
考
え
を
た
だ
し
ま
し
た
。

一
般
質
問
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土
砂
災
害
を
防
ぐ
た

め
に
は
、
自
助
と
共
助
の
重

要
性
な
ど
を
広
く
周
知
し
、

市
民
の
防
災
意
識
の
向
上
を

図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

崖
地
の
多
い
三
浦
市
で
も
、

事
前
の
備
え
や
早
目
の
避
難

な
ど
、
市
民
へ
の
具
体
的
な

周
知
が
必
要
だ
と
考
え
る
が
、

市
長
の
考
え
は
。

	

土
砂
災
害
に
関
す
る

防
災
情
報
は
、
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
の
配
布
や
地
域
で
の
防
災

講
話
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で

周
知
を
し
て
き
て
い
る
。

　

ま
た
、
広
報
紙
「
三
浦
市

民
」
に
時
期
に

合
っ
た
防
災
記

事
を
掲
載
し
て

い
る
が
、
改
め

て
土
砂
災
害
に

備
え
る
視
点
で

情
報
発
信
を
し
た
い
。

高
齢
者
へ
の
支
援

	

ひ
と
り
暮
ら
し
や
高

齢
者
世
帯
、
認
知
症
高
齢
者

が
増
加
す
る
今
、
地
域
に
お

け
る
支
え
合
い
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
。

　

三
浦
市
で
も
、
傾
聴
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
、
介
護
予
防
サ
ポ

ー
タ
ー
な
ど
、
地
域
の
実
情

に
合
わ
せ
て
、
支
え
合
い
の

体
制
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ

と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

	

　
　
　

	

三
浦
市
の

高
齢
化
率
は
全
国
的
に
も
高

く
、
支
え
合
い
の
地
域
づ
く

り
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

　

現
段
階
で
具
体
的
な
検
討

に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
今

後
、
老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
既
存

の
地
域
団
体
と
の
意
見
交
換

を
始
め
て
い
き
た
い
。

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
の
推
進

	

市
内
に
四
千

五
百
十
五
本
設
置
さ

れ
て
い
る
防
犯
灯
を

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
す
る
と
、

経
費
の
削
減
や
地
球

温
暖
化
防
止
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
効
果
が

見
込
ま
れ
る
。

　

防
犯
灯
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ

化
事
業
を
導
入
す
る

こ
と
を
強
く
提
案
す

る
が
、
市
長
の
考
え

を
お
聞
き
し
た
い
。

	

三
浦
市
と
し
て
、
防

犯
灯
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
、

リ
ー
ス
方
式
な
ど
の
手
法
の

精
査
を
進
め
、
同
時
に
、
区

長
会
と
の
協
議
や
地
元
の
事

業
者
と
の
情
報
共
有
を
図
り
、

早
期
に
結
論
を
出
し
て
い
き

た
い
。

質
問

市
長

質
問

保
健
福
祉
部
長

質
問

市
長

	

三
崎
高
等
学
校
跡
地

の
利
活
用
方
針
が
見
直
さ
れ

た
。
近
隣
住
民
に
と
っ
て
は

住
環
境
が
変
わ
る
可
能
性
が

あ
り
、
重
大
関
心
事
で
あ
る
。

　

事
業
が
決
定
し
て
か
ら
の

速
や
か
な
説
明
は
も
ち
ろ
ん

だ
が
、
定
期
的
な
意
見
交
換

な
ど
、
住
民
と
行
政
の
意
思

疎
通
が
重
要
で
は
な
い
か
。

	

住
民
の
ご
理
解
と
い

う
の
は
最
も
重
要
な
こ
と
だ

と
思
う
。
今
後
、
事
業
の
進

捗
に
合
わ
せ
て
、
丁
寧
な
住

民
説
明
を
心
が
け
た
い
。

他
と
の
差
別
化

	
	
	

こ
と
し

の
三
浦
半
島
地

域
の
海
水
浴
場

で
は
、
海
の
家

の
ク
ラ
ブ
化
な

ど
に
よ
る
環
境
の
悪
化
、
条

例
で
の
規
制
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
議
論
が
起
こ
っ
た
。

　

本
市
で
は
、
三
浦
海
岸
で

「
ロ
ッ
ク
の
学
園
」
が
開
催

さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
常
識

的
な
規
制
を
す
れ
ば
共
存
は

可
能
だ
と
思
う
。
他
市
と
の

違
い
を
明
確
に
し
て
方
向
性

を
決
定
し
て
は
ど
う
か
。

	

市
内
の
海
水
浴
場
は
、

比
較
的
フ
ァ
ミ
リ
ー
向
け
の

海
水
浴
場
と
い
う
特
徴
が
あ

る
の
で
、
若
者
を
多
く
誘
致

す
る
こ
と
も
必
要
だ
と
思
う
。

　

海
水
浴
場
組
合
や
企
業
と

協
働
し
て
誘
客
に
努
め
、
海

水
浴
客
が
快
適
に
過
ご
せ
る

安
全
な
海
水
浴
場
を
セ
ー
ル

ス
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
他
地

域
と
の
差
別
化
を
図
り
た
い
。

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

	

全
国
的
に
高
齢
化
が

進
み
、
認
知
症
の
高
齢
者
も

増
加
し
て
い
る
。

　

行
政
と
し
て
Ｇ
Ｐ
Ｓ
発
信

器
や
迷
子
札

を
利
用
す
る

よ
う
な
対
策

を
検
討
し
、

ま
た
地
域
と

の
情
報
共
有

に
よ
り
声
か

け
や
市
へ
の

通
報
が
し
や

す
い
と
い
う

ま
ち
づ
く
り

が
で
き
れ
ば
、
高
齢
者
自
身

も
家
族
も
安
心
す
る
と
思
う
。

	

　
　
　

	

三
浦
市
で

は
、
高
齢
者
の
見
守
り
等
を

推
進
す
る
た
め
の
協
定
を
市

内
の
金
融
機
関
と
締
結
し
て

い
る
。
県
の
徘
徊
高
齢
者
Ｓ

Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用

し
な
が
ら
、
認
知
症
高
齢
者

と
家
族
が
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
よ
う
な
支
援
を
し
た
い
。

質
問

市
長

質
問

市
長

質
問

保
健
福
祉
部
長

	

海
岸
で
バ
ー
ベ
キ
ュ

ー
を
楽
し
む
来
遊
客
が
増
加

し
、
一
部
の
心
な
い
人
が
ご

み
等
を
放
置
す
る
な
ど
の
問

題
が
多
く
発
生
し
て
い
る
。

　

こ
と
し
か
ら
城
ヶ
島
で
バ

ー
ベ
キ
ュ
ー
利
用
者
向
け
に
、

ご
み
の
有
料
回
収
な
ど
を
行

う
社
会
実
験
を
実
施
し
て
い

る
が
、
効
果
を
伺
い
た
い
。

	

　

	

城
ヶ
島
の
白
秋

碑
苑
周
辺
に
お
い
て
、
神
奈

川
県
が
民
間
事
業
者
と
と
も

に
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
利
用
者

の
マ
ナ
ー
向
上
と
環
境
改
善

を
目
的
に
社
会
実
験
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

　

途
中
経
過
と

し
て
、
ご
み
の

放
置
が
減
っ
た

と
聞
い
て
お
り
、

環
境
美
化
に
効

果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

料
金
引
き
下
げ
の
要
望
を

	

首
都
圏
か
ら
三
浦
市

へ
の
主
要
な
交
通
ア
ク
セ
ス

と
し
て
は
横
浜
横
須
賀
道
路

や
三
浦
縦
貫
道
路
が
あ
る
が
、

い
ま
だ
に
割
高
感
が
あ
る
料

金
設
定
と
な
っ
て
い
る
。

　

観
光
振
興
の
観
点
で
は
、

幹
線
道
路
の
整
備
と
と
も
に
、

有
料
道
路
の
料
金
引
き
下
げ

も
重
要
だ
と
考
え
る
が
、
市

の
取
り
組
み
状
況
は
。

	

三
浦
半
島
地
域
の
行

政
、
経
済
団
体
、
議
会
に
よ

り
構
成
さ
れ
る
三
浦
半
島
地

域
広
域
幹
線
道
路
整
備
促
進

同
盟
で
、
毎
年
、
国
や
県
に

要
望
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　

幹
線
道
路
の
早
期
整
備
と

同
様
に
、
有
料
道
路
の
料
金

引
き
下
げ
も
、
粘
り
強
く
要

望
活
動
を
行
い
た
い
。

案
内
板
の
整
備

	

小
網
代
の
森
へ
の
来

遊
者
増
加
に

よ
り
、
地
域

経
済
の
活
性

化
が
生
ま
れ

る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
。

　

小
網
代
の

森
の
入
り
口

が
わ
か
ら
ず

に
迷
う
来
遊

者
が
多
い
と

聞
く
が
、
案
内
板
整
備
の
状

況
を
伺
う
。

	

案
内
板
の
必
要
性
は
、

整
備
主
体
で
あ
る
県
も
認
識

し
て
お
り
、
今
後
、
仮
設
及

び
本
設
の
案
内
板
が
順
次
、

整
備
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　

ま
た
、
緊
急
措
置
と
し
て

八
月
に
県
・
市
職
員
が
、
引

橋
入
り
口
周
辺
の
三
カ
所
に

案
内
板
を
設
置
し
た
。

質
問

経
済
部
長

質
問

市
長

質
問

市
長

	

三
浦
市
で
取
り
組
ん

で
い
る
消
防
の
広
域
化
は
、

人
員
の
効
率
化
な
ど
の
利
点

が
聞
か
れ
る
が
、
本
来
は
市

民
の
命
と
財
産
を
守
る
消
防

力
を
充
実
さ
せ
る
と
い
う
こ

と
が
原
点
で
あ
る
。

　

消
防
団
と
の
関
係
や
財
政

的
な
問
題
な
ど
、
メ
リ
ッ
ト
、

デ
メ
リ
ッ
ト
を
検
証
し
、
慎

重
な
検
討
を
行
っ
て
ほ
し
い
。

	

　

	

広
域
化
は
将
来

の
三
浦
市
の
安
全
・
安
心
を

確
保
す
る
上
で
重
要
で
あ
る

と
認
識
し
て
お
り
、
今
後
は
、

メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を

十
分
に
検
証
し

な
が
ら
検
討
を

進
め
た
い
。

　

ま
た
、
消
防

団
と
は
良
好
な

関
係
が
保
た
れ

て
い
る
の
で
、
広
域
化
の
実

現
後
も
連
携
を
継
承
す
る
こ

と
が
重
要
だ
と
考
え
る
。

史
料
の
発
掘
・
収
集
・
保
管

	

三
浦
市
の
歴
史
的
な

資
料
は
、
行
政
が
責
任
を
持

っ
て
残
す
べ
き
で
あ
り
、
史

料
を
所
有
す
る
市
民
に
は
、

市
へ
の
提
供
や
所
有
に
関
す

る
登
録
な
ど
の
働
き
か
け
が

必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
専
門
家
の
協
力
や

市
民
協
働
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
た
め
の
ス
タ
ッ
フ
の
育

成
が
大
事
だ
と
思
う
。

	

歴
史
資
料
の
公
的
管

理
を
行
う
た
め
に
、
市
内
に

眠
る
史
料
の
登
録
制
度
や
、

収
集
・
保
管
の
方
法
な
ど
、

何
と
か
善
処
で
き
る
よ
う
に

こ
れ
か
ら
も
頑
張
り
た
い
。

　

ま
た
、
史
料
を
集
め
、
生

か
す
た
め
に
専
門
の
ス
タ
ッ

フ
や
人
材
育
成
が
必

要
な
こ
と
は
十
分
認

識
し
て
い
る
。

受
け
止
め
る
体
制
は

	

高
齢
者
や
そ

の
家
族
か
ら
、
先
行

き
の
不
安
、
自
身
の

体
調
や
認
知
症
へ
の

不
安
、
介
護
の
不
安

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

悩
み
を
お
聞
き
す
る
。

　

そ
う
い
っ
た
不
安

や
悩
み
を
受
け
と
め

る
市
の
体
制
は
十
分
な
の
か
。

	

　
　
　

	

三
浦
市
で

は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

が
総
合
相
談
窓
口
の
機
能
を

担
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
利

用
に
つ
い
て
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
広
報
紙
「
三
浦
市

民
」
等
で
周
知
に
努
め
た
い
。

質
問

消
防
次
長

質
問

市
長

質
問

保
健
福
祉
部
長

自
然
災
害
へ
の
備
え

地
域
の
支
え
合
い
、
防
犯
灯
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化

公
明
党　

藤
田　

昇

住
民
へ
の
説
明
を

市
内
の
海
水
浴
場
、
高
齢
者
支
援

フ
ォ
ー
ラ
ム
み
う
ら　

出
口　

正
雄

適
正
な
海
岸
利
用
を

有
料
道
路
、
小
網
代
の
森

み
う
ら
市
政
会　

出
口　

眞
琴

消
防
力
の
強
化

歴
史
資
料
、
高
齢
者
の
支
援

日
本
共
産
党　

石
橋　

む
つ
み
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平
成
二
十
五
年
度
決

算
に
お
け
る
実
質
公
債
費
比

率
は
一
八
・
四
％
で
あ
り
、

こ
れ
は
三
浦
市
が
地
方
債
許

可
団
体
に
な
っ
た
こ
と
を
示

す
数
値
で
あ
る
。

　

こ
の
事
実
に
対
す
る
市
長

の
見
解
を
お
聞
き
し
た
い
。

	

地
方
自
治
体
に
と
っ

て
大
変
大
き
な
こ
と
で
あ
り
、

今
後
の
ご
み
処
理
の
広
域
化

や
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
施
計
画

事
業
で
の
償
還
財
源
な
ど
、

全
体
を
捉
え
て
財
政
健
全
化

に
向
け
た
慎
重
な
財
政
運
営

を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

厳
し
い
環
境

を
十
分
認
識
し

て
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
。

財
政
へ
の
影
響

	

多
額
の
起
債
を
要
す

る
大
型
事
業
は
、
実
質
公
債

費
比
率
に
大
き
く
影
響
す
る
。

　

西
南
部
の
公
共
下
水
道
事

業
は
二
百
三
十
四
億
円
の
起

債
が
見
込
ま
れ
、
実
質
公
債

費
比
率
に
影
響
を
及
ぼ
し
、

財
政
破
綻
の
危
険
性
が
増
す

ゆ
え
、
凍
結
を
決
断
す
べ
き

と
考
え
る
。
市
長
の
見
解
は
。

	

ご
指
摘
の
よ
う
な
危

険
性
は
回
避
す
る
よ
う
努
め

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

財
政
状
況
が
さ
ら
に
悪
化

し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い

の
で
、
西
南
部
地
区
公
共
下

水
道
事
業
の
方
針
決
定
に
は
、

も
う
少
し
時
間
を
い
た
だ
き

た
い
。

新
た
な
基
本
構
想
を

	

急
激
な
人
口
減
少
や

少
子
化
、
高
齢
化
の
進
展
は

本
市
の
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

三
浦
市
に
お
い
て
現

総
合
計
画
の
基
本
構

想
が
ス
タ
ー
ト
し
た

の
は
平
成
十
三
年
で

あ
り
、
こ
れ
ら
の
状

況
は
大
き
く
変
化
し

て
い
る
。

　

よ
り
正
確
に
将
来

を
見
通
し
、
行
政
運

営
を
図
る
意
味
か
ら

も
、
新
た
な
基
本
構

想
を
策
定
す
べ
き
だ

と
考
え
る
が
、
市
長

の
見
解
は
。

	

い
た
だ
い
た
意
見
も

踏
ま
え
て
、
基
本
構
想
の
策

定
に
つ
い
て
判
断
を
し
て
い

き
た
い
。
基
本
構
想
は
、
総

合
計
画
の
基
本
と
な
る
長
期

の
構
想
で
あ
り
、
議
会
等
の

ご
意
見
も
慎
重
に
賜
り
な
が

ら
判
断
し
た
い
。

質
問

市
長

質
問

市
長

質
問

市
長

	

現
在
、
三
浦
市
で
は

災
害
時
の
避
難
所
運
営
に
関

す
る
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。

　

若
草
区
で
は
、
自
治
会
館

を
地
域
避
難
所
と
し
て
開
設

す
る
計
画
を
行
っ
て
い
る
が
、

区
が
独
自
に
地
域
避
難
所
を

開
設
す
る
こ
と
に
支
障
は
あ

る
か
。

	

　

	

独
自
に
避
難
所

を
開
設
す
る
と
い
う
構
想
は

幾
つ
か
耳
に
し
て
い
る
。

　

安
全
が
確
保
さ
れ
、
食
料

等
、
生
活
必
需
品
の
備
蓄
が

で
き
て
い
れ
ば
、
区
の
施
設
、

集
会
所
な
ど
は

十
分
に
避
難
所

と
し
て
活
用
で

き
る
と
考
え
て

い
る
。

制
度
の
発
展
を

	

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助

成
制
度
は
、
市
内
建
設
業
の

活
性
化
や
市
民
の
住
環
境
向

上
に
役
立
っ
て
い
る
。

　

他
市
で
は
、
商
業
の
活
性

化
を
目
的
に
、
商
店
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
助
成
制
度
を
実
施
し

て
い
る
。
三
浦
市
で
も
、
住

宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制
度
を

発
展
さ
せ
て
商
店
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
助
成
制
度
を
創
設
で
き

な
い
か
。

	

同
様
の
制
度
を
創
設

す
れ
ば
、
多
業
種
へ
の
経
済

効
果
が
あ
り
、
空
き
店
舗
の

解
消
な
ど
他
の
効
果
も
考
え

ら
れ
る
と
思
う
。

　

財
源
な
ど
も
含
め
、
他
自

治
体
の
制
度
も
参
考
に
し
な

が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

市
民
の
健
康
づ
く
り

	

市
民
の
健
康
を
守
る

こ
と
で
、
市
民
の
経
済
的
な

負
担
を
抑
え
、
そ
の
結
果
と

し
て
市
の
財
政
負
担
も
軽
減

で
き
る
。

　

そ
の
た
め

に
は
、
特
定

健
康
診
査
の

受
診
率
を
上

げ
、
適
切
な

保
健
指
導
を

行
う
こ
と
が

有
効
で
あ
る
。

　

市
の
計
画

で
は
、
受
診

率
向
上
の
た
め
の
取
り
組
み

と
し
て
、
が
ん
検
診
と
の
連

携
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
ど

の
よ
う
に
連
携
を
図
る
の
か
。

	

　
　
　

	

特
定
健
診

の
集
団
健
診
で
各
種
が
ん
検

診
も
同
時
に
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と

は
「
健
康
で
す
ね
情
報
」
等

で
広
報
し
、
市
民
へ
の
周
知

を
図
っ
て
い
る
。

質
問

総
務
部
長

質
問

市
長

質
問

保
健
福
祉
部
長

	

市
長
は
就
任
以
来
、

ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
を
精
力
的

に
こ
な
し
て
い
る
が
、
市
長

の
行
政
や
政
治
に
か
け
る
思

い
、
市
の
紹
介
を
ま
と
め
た

本
を
出
版
し
て
は
ど
う
か
。

　

本
が
日
本
中
に
広
ま
り
、

ま
た
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
の
相

手
方
に
本
を
渡
す
こ
と
で
三

浦
市
が
紹
介
さ
れ
、
二
町
谷

な
ど
の
懸
案
の
問
題
が
発
展

す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

	

三
浦
市
の
知
名
度
を

上
げ
、
三
浦
市
に
住
ん
で
も

ら
い
た
い
と
い
う
思
い
か
ら

シ
テ
ィ
・
セ
ー

ル
ス
に
取
り
組

ん
で
い
る
。

　

本
を
渡
す
と

い
う
こ
と
は
非

常
に
興
味
深
い

取
り
組
み
だ
と
思
う
。
私
が

本
を
執
筆
す
る
こ
と
は
無
理

か
も
し
れ
な
い
が
、
三
浦
市

を
紹
介
す
る
総
合
的
な
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
も
の
は

必
要
だ
と
思
っ
て
い
る
。

小
学
校
の
特
殊
性

	

中
学
校
の
統
廃
合
が

こ
と
し
の
四
月
に
行
わ
れ
た
。

　

三
浦
市
内
の
児
童
・
生
徒

数
か
ら
す
れ
ば
、
小
学
校
の

統
廃
合
も
考
え
ら
れ
る
と
思

う
が
、
小
学
校
の
特
殊
性
と

い
う
も
の
を
お
聞
き
し
た
い
。

	
	

通
学
な
ど
安
全
・

安
心
へ
の
配
慮
の
必
要
性
が

高
い
こ
と
や
、
小
学
校
の
施

設
が
地
域
の
核
と
し
て
の
役

割
が
大
き
い
こ
と
等
が
挙
げ

ら
れ
る
。

今
後
の
方
針

	

小
学
校
の
統
廃
合
の

考
え
方
と
し
て
、
小
学
校
三

年
生
ま
で
は
分
校
形
式
と
し
、

四
年
生
以
降
は
統
合
し
た
小

学
校
に
通
学

す
る
、
あ
る

い
は
小
中
一

貫
校
を
つ
く

る
と
い
っ
た

こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
が
、

現
在
の
教
育

長
の
考
え
は
。

	
	

分

校
の
設
置
は
、

通
学
が
困
難
な
遠
隔
地
が
考

え
ら
れ
る
が
、
市
内
の
交
通

事
情
か
ら
は
、
そ
の
必
要
性

が
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

小
中
一
貫
教
育
は
、
義
務

教
育
の
連
続
性
の
強
化
等
が

期
待
さ
れ
る
こ
と
は
承
知
し

て
い
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ

は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
小

中
連
携
に
よ
る
教
育
活
動
を

推
進
し
て
い
き
た
い
。

質
問

市
長

質
問

教
育
長

質
問

教
育
長

	

神
奈
川
県
全
域
が
国

家
戦
略
特
区
の
指
定
地
域
と

な
り
、
三
浦
市
で
は
特
区
活

用
チ
ー
ム
が
編
成
さ
れ
た
。

　

先
日
行
わ
れ
た
ト
ー
ク
＆

ト
ー
ク
で
、
古
民
家
を
使
っ

た
宿
泊
施
設
が
で
き
る
よ
う

特
区
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ

な
い
か
と
い
う
発
言
が
あ
っ

た
が
、
活
用
チ
ー
ム
に
は
伝

わ
っ
て
い
る
か
。

	

こ
の
こ
と
は
今
後
、

活
用
チ
ー
ム
の
議
論
の
俎
上

に
の
っ
て
く
る
と
思
う
。
本

件
に
関
連
す
る
旅
館
業
法
等

の
規
制
緩
和
に
つ
い
て
は
、

三
浦
市
独
自
の

手
法
等
を
検
討

し
た
い
。

さ
ら
な
る
推
進

	
	
	

本
市
で

取
り
組
ん
で
い
る
ふ
る
さ
と

納
税
活
性
化
事
業
は
、
納
税

者
に
記
念
品
を
贈
る
こ
と
で

飛
躍
的
に
納
税
額
が
増
加
し

た
。

　

国
で
は
、
ふ
る
さ
と
納
税

を
一
層
促
そ
う
と
住
民
税
控

除
の
上
限
額
引
き
上
げ
等
を

検
討
し
て
お
り
、
ま
た
全
国

の
自
治
体
で
も
積
極
的
な
取

り
組
み
が
さ
れ
て
い
る
。

　

本
市
で
も
、
ふ
る
さ
と
納

税
を
さ
ら
に
推
進
す
る
取
り

組
み
が
必
要
で
は
な
い
か
。

	

　

	

よ
り
寄
附
し
や

す
い
環
境
を
整
え
る
た
め
の

支
払
い
方
法
の
見
直
し
や
、

マ
ス
コ
ミ
取
材
へ
の
積
極
的

な
対
応
を
行
っ
て
い
る
。

　

国
の
制
度
や
他
市
の
事
例

を
研
究
し
な
が
ら
、
本
市
の

ふ
る
さ
と
納
税
活
性
化
事
業

を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
い
。

次
回
へ
の
課
題

	

八
月
に
第
六

回
み
う
ら
夜
市
が
三

崎
下
町
商
店
街
で
開

催
さ
れ
た
。

　

今
回
強
く
感
じ
た

こ
と
は
、
来
場
者
が

休
む
ベ
ン
チ
な
ど
が

少
な
く
、
休
憩
所
の

場
所
が
わ
か
ら
な
い

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

次
回
の
夜
市
で
は
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
休

憩
所
や
ベ
ン
チ
が
あ

る
場
所
を
紹
介
し
て
ほ
し
い
。

	

　

	

ス
ペ
ー
ス
の
確

保
が
難
し
い
会
場
で
あ
り
、

小
規
模
な
休
憩
所
し
か
な
い

の
が
現
状
だ
が
、
再
度
、
会

場
内
の
点
検
を
し
た
い
。
マ

ッ
プ
へ
の
表
示
も
、
来
年
に

向
け
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

質
問

市
長

質
問

政
策
部
長

質
問

経
済
部
長

市
財
政
の
現
状
と
課
題

大
型
事
業
の
実
施
、
次
期
総
合
計
画

み
う
ら
市
政
会　

石
原　

正
宣

避
難
所
の
設
置
運
営

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
、
特
定
健
診

日
本
共
産
党　

小
林　

直
樹

市
長
の
著
作
で
セ
ー
ル
ス
を

小
学
校
統
廃
合
の
考
え
方

フ
ォ
ー
ラ
ム
み
う
ら　

北
川　

年
一

特
区
に
よ
る
規
制
緩
和

ふ
る
さ
と
納
税
、
み
う
ら
夜
市

み
う
ら
市
政
会　

神
田　

眞
弓
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三崎魚市場 小網代の森

▼
小
網
代
の
森
を
視
察
し
ま

し
た

（
九
月
八
日
）

　

平
成
二
十
四
年
か
ら
神
奈

川
県
が
行
っ
て
い
た
小
網
代

の
森
の
散
策
路
等
の
施
設
整

備
が
完
了
し
、
本
年
七
月
二

十
日
に
一
般
開
放
が
始
ま
り

ま
し
た
。

　

現
在
は
、
自
然
環
境
の
保

全
・
再
生
を
行
い
な
が
ら
環

境
学
習
の
場
と
し
て
の
利
活

用
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

視
察
で
は
、
引
橋
入
口
か

ら
散
策
路
を
歩
き
、
担
当
職

員
か
ら
説
明
を
受
け
な
が
ら
、

整
備
さ
れ
た
木
道
や
災
害
時

の
避
難
路
、
展
望
テ
ラ
ス
、

ト
イ
レ
等
の
施
設
を
確
認
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、
小
網
代
の
森
の
保

全
の
た
め
に
行
わ
れ
た
取
り

組
み
と
し
て
、
間
伐
を
し
た

様
子
や
、
湿
原
を
回
復
さ
せ

る
た
め
に
設
置
し
た
堰
の
状

況
な
ど
を
視
察
し
ま
し
た
。

	

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致

を
契
機
に
、
三
浦
市
は
観
光

都
市
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に

生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
く
の
か
。

　

三
崎
、
城
ヶ
島
、
油
壺
な

ど
の
観
光
資
源
を
拠
点
に
、

に
ぎ
わ
い
づ
く
り
を
し
て
い

く
方
策
等
に
つ
い
て
、
考
え

を
お
聞
き
し
た
い
。

	

城
ヶ
島
で
の
新
た
な

観
光
の
核
づ
く
り
事
業
や
小

網
代
の
森
の
オ
ー
プ
ン
と
い

っ
た
、
過
去
か
ら
あ
る
観
光

資
源
の
見
直
し
や
、
新
た
な

観
光
資
源
の
発
掘
を
進
め
、

各
観
光
拠
点
の
特
色
を
ア
ピ

ー
ル
し
な
が
ら
、

観
光
都
市
三
浦

を
構
築
す
る
こ

と
が
重
要
だ
と

思
う
。

時
代
に
即
応
し
た
展
開
を

	

風
致
や
景
観
、
高
さ

の
制
限
と
い
う
も
の
は
、
現

状
を
固
定
す
る
と
い
う
役
割

を
持
っ
て
し
ま
う
。

　

今
議
会
に
風
致
地
区
条
例

が
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
自

然
共
生
都
市
、
観
光
、
漁
業

と
い
っ
た
場
面
で
時
代
に
即

し
た
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
、

「
議
会
が
承
認
し
た
と
き
」

と
い
う
特
例
措
置
を
入
れ
る

べ
き
で
は
な
い
か
。

	

風
致
に
関
す
る
政
令

で
は
、
風
致
地
区
運
用
上
の

対
象
行
為
、
許
可
の
基
準
等

に
つ
い
て
は
、
全
国
的
に
ほ

ぼ
同
一
の
基
準
で
行
う
こ
と

が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
風
致
地

区
条
例
に
許
可
基
準
の
特
例

を
設
け
る
こ
と
は
難
し
い
と

判
断
し
て
い
る
。

市
民
の
健
康
づ
く
り

	

国
保
会
計
が
赤
字
に

な
ら
な
い
よ
う
、
市
民
の
医

療
費
の
増
大

を
抑
え
る
方

策
が
議
論
さ

れ
て
い
る
。

　

市
民
協
働

に
よ
る
健
康

づ
く
り
を
進

め
る
た
め
、

区
長
会
や
組

長
会
議
に
実

行
計
画
な
ど

を
提
案
し
、
そ
の
上
で
行
政

決
定
す
る
と
い
う
手
法
を
検

討
し
て
は
ど
う
か
。

	

区
長
会
や
保
健
衛
生

委
員
さ
ん
に
投
げ
か
け
、
地

域
の
方
々
と
協
働
し
て
問
題

提
起
や
啓
発
を
進
め
る
こ
と

が
重
要
だ
と
思
う
。

　

そ
う
い
っ
た
動
き
が
ス
ム

ー
ズ
に
で
き
る
よ
う
、
市
と

し
て
取
り
組
み
た
い
。

質
問

市
長

質
問

市
長

質
問

市
長

	

三
崎
水
産
物
地
方
卸

売
市
場
の
高
度
衛
生
管
理
に

つ
い
て
、
①
こ
れ
ま
で
の
取

り
組
み
状
況
を
伺
い
た
い
。

　

②
現
在
考
え
ら
れ
る
事
業

主
体
と
、
整
備
の
内
容
を
お

聞
き
し
た
い
。

	

　
　
　

	

①
水
産
庁
、

神
奈
川
県
、
三
浦
市
及
び
地

域
の
水
産
業
関
係
者
で
協
議

会
を
設
置
し
て
お
り
、
年
内

に
計
画
案
を
取
り
ま
と
め
る

予
定
で
あ
る
。

　

②
市
が
事
業
主
体
と
な
っ

て
、
マ
グ
ロ
冷
凍
品
の
売
り

場
の
閉
鎖
化
と
床
の
全
面
抗

菌
化
、
鮮
魚
売

り
場
の
高
床
化
、

清
浄
海
水
の
全

面
導
入
等
を
行

う
こ
と
を
想
定

し
て
い
る
。

組
織
改
編
後
の
取
り
組
み

	

二
町
谷
埋
立
地
の
売

却
は
本
市
の
最
重
要
課
題
と

位
置
づ
け
ら
れ
、
四
月
か
ら

新
た
な
組
織
で
取
り
組
ま
れ

て
い
る
が
、
現
在
ま
で
の
状

況
を
お
聞
き
し
た
い
。

	

本
年
四
月
に
市
長
室

を
設
置
し
、
市
長
室
を
事
務

局
と
し
て
重
要
課
題
に
関
す

る
情
報
共
有
、
意
思
決
定
の

迅
速
化
を
図
る
た
め
、
副
市

長
を
ト
ッ
プ
と
し
た
特
定
事

業
推
進
戦
略
会
議
を
設
置
し

た
。

　

ま
た
、
市
長
室
を
設
置
し

て
か
ら
八
月
ま
で
の
五
カ
月

間
で
、
水
産
関
連
業
者
、
ゼ

ネ
コ
ン
な
ど
三
十
の
企
業
・

団
体
と
接
触
を
し
て
い
る
。

市
民
交
流
拠
点

	

三
崎
高
校
跡
地
に
関

す
る
新
た
な
利
活
用

方
針
が
示
さ
れ
た
。

　

そ
の
中
で
、
市
民

交
流
セ
ン
タ
ー
に
つ

い
て
は
、
延
べ
床
面

積
が
四
百
五
十
平
米

と
、
こ
れ
ま
で
の
半

分
に
な
っ
て
い
た
が
、

施
設
の
規
模
と
し
て

十
分
な
の
か
。

	

市
民
交
流
セ

ン
タ
ー
は
、
市
民
活

動
の
担
い
手
の
活
動

状
況
な
ど
を
踏
ま
え

て
市
民
活
動
ス
ペ
ー
ス
に
つ

い
て
見
直
し
を
行
っ
た
が
、

施
設
の
主
な
機
能
は
変
更
し

て
い
な
い
。

　

多
目
的
ス
ペ
ー
ス
を
中
心

に
、
市
民
が
利
用
し
や
す
く
、

適
切
な
規
模
の
施
設
整
備
を

考
え
て
い
る
。

質
問

水
産
担
当
部
長

質
問

市
長

質
問

市
長

観
光
都
市
づ
く
り

『
風
致
地
区
条
例
、
市
民
協
働
』

フ
ォ
ー
ラ
ム
み
う
ら　

松
原　

敬
司

魚
市
場
の
高
度
衛
生
化

二
町
谷
埋
立
地
、
三
高
跡
地

み
う
ら
市
政
会　

草
間　

道
治

▼
旧
三
崎
中
学
校
跡
地
利
用

に
つ
い
て
の
視
察
を
行
い
ま

し
た

（
九
月
十
九
日
）

　

財
政
問
題
等
特
別
委
員
会

の
審
査
の
中
で
、
旧
三
崎
中

学
校
跡
地
を
視
察
し
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
六
年
三
月
末
に

閉
校
と
な
っ
た
旧
三
崎
中
学

校
管
理
棟
の
一
部
を
市
役
所

の
庁
舎
と
し
て
暫
定
使
用
す

る
こ
と
に
な
り
、
十
月
か
ら
、

第
二
分
館
と
し
て
業
務
を
開

始
し
て
い
ま
す
。

　

視
察
で
は
、
暫
定
使
用
に

向
け
て
工
事
中
の
管
理
棟
や

駐
車
場
を
見
学
し
、
工
事
内

容
、
進
捗
状
況
等
に
つ
い
て

担
当
職
員
か
ら
説
明
を
受
け

ま
し
た
。

　

管
理
棟
の
一
、
二
階
部
分

は
す
で
に
カ
ウ
ン
タ
ー
等
の

設
備
の
一
部
が
設
置
さ
れ
て

お
り
、
具
体
的
な
配
置
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま

た
、
今
後
利
活
用
が
検
討
さ

れ
る
三
、
四
階
の
現
況
を
確

認
し
ま
し
た
。

議
会
の
活
動
か
ら

◎�

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
「
重
度
障
害
者
医
療
費

助
成
制
度
継
続
」
に
つ
い
て
の
陳
情

　

趣
旨　

	

本
陳
情
は
、
障
害
児
者
・
透
析
者
が
負
担
な

く
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
平
成
二
十
七
年

度
予
算
策
定
を
行
う
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

◎�

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
「
障
害
児
者
・
透
析
者

を
含
む
移
動
困
難
者
に
対
す
る
通
院
支
援
」
に
つ
い

て
の
陳
情

　

趣
旨　

	

本
陳
情
は
、
平
成
二
十
七
年
度
予
算
策
定
に

当
た
り
、
障
害
児
者
・
透
析
者
を
含
む
移
動
困

難
者
に
対
す
る
通
院
支
援
を
含
め
た
医
療
・
福

祉
助
成
施
策
を
行
う
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

常任委員会での請願・陳情の審査結果
　 ９月定例会では、総務経済、都市厚生の各常任委員会において、新
たに提出された陳情と継続審査中の請願・陳情、あわせて 7件を審査
しました。
　今回、結果が出た陳情は次のとおりです。
　そのほかの請願 １件と陳情 ５件は、引き続き審査を行っていきます。

所管委員会 件　　　　　　　名 結　果

都市厚生
平成２7年度における「障害児者・透
析者を含む移動困難者に対する通院
支援」についての陳情

了承できるもの
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反
対
討
論	

日
本
共
産
党　

石
橋�

む
つ
み

　

平
成
二
十
五
年
度
は
、
子
供
の
医
療
費
助
成
に
お
い
て
は
無
料

化
対
象
年
齢
が
引
き
上
げ
ら
れ
ず
、
小
中
学
校
の
就
学
援
助
制
度

で
は
、
国
が
生
活
保
護
基
準
を
下
げ
て
い
る
中
、
三
浦
市
の
支
給

基
準
は
生
活
保
護
基
準
の
一
・
〇
倍
の
ま
ま
で
、
今
ま
で
助
成
を

受
け
て
い
た
家
庭
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
例
が
出
て
い
る
。

　

ま
た
、道
路
維
持
補
修
事
業
費
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
て
い
る
が
、

安
全
な
社
会
環
境
の
維
持
が
危
ぶ
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、

予
算
配
分
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　

厳
し
い
財
政
運
営
だ
が
、
職
員
が
一
丸
と
な
っ
て
、
市
民
の
暮

ら
し
を
守
り
、
無
駄
を
な
く
し
、
公
正
で
民
主
的
な
行
財
政
運
営

を
進
め
る
よ
う
求
め
る
。

	

賛
成
討
論	

み
う
ら
市
政
会　

草
間�

道
治

　

平
成
二
十
五
年
度
は
、
二
町
谷
埋
立
地
の
土
地
売
買
契
約
解
除

に
伴
い
、
厳
し
い
財
政
運
営
に
迫
ら
れ
た
。
し
か
し
、
徴
収
強
化

に
よ
る
市
税
の
増
収
や
、
ご
み
ダ
イ
エ
ッ
ト
大
作
戦
に
よ
る
経
費

の
削
減
等
が
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
で
あ
る
。

　

今
後
、
二
町
谷
埋
立
地
の
売
却
、
三
崎
高
校
跡
地
の
利
活
用
等

の
重
要
課
題
解
決
に
向
け
て
新
た
に
組
織
し
た
市
長
室
の
特
定
事

業
推
進
担
当
の
活
躍
に
よ
る
早
期
の
成
果
に
期
待
す
る
。

　

今
、
議
会
で
は
議
会
改
革
を
進
め
、
議
員
も
変
わ
ろ
う
と
し
て

い
る
。
行
政
も
さ
ら
な
る
行
財
政
改
革
を
進
め
、
新
た
な
発
想
と

市
民
の
協
力
を
得
た
取
り
組
み
で
今
後
の
行
政
執
行
に
邁
進
す
る

こ
と
を
期
待
す
る
。

賛
成
討
論�

公
明
党　

藤
田
　

昇

　

平
成
二
十
五
年
度
は
、
当
初
予
算
で
二
町
谷
土
地
売
却
収
入
を

見
込
ん
で
い
た
が
、
売
買
契
約
が
解
除
と
な
り
、
そ
の
財
源
対
策

と
し
て
基
金
の
活
用
や
市
税
等
の
徴
収
強
化
、
税
外
収
入
の
確
保

等
に
取
り
組
ん
だ
結
果
、
赤
字
決
算
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
市
職
員
の
ア
イ
デ
ア
や
Ｐ
Ｒ
で
成
果
を
上
げ
て
い
る
ふ

る
さ
と
納
税
や
、
市
民
の
協
力
の
も
と
行
わ
れ
た
ご
み
ダ
イ
エ
ッ

ト
大
作
戦
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
は
、
高
く
評
価
で
き
る
。

　

厳
し
い
財
政
状
況
を
乗
り
切
る
た
め
、
行
財
政
改
革
の
さ
ら
な

る
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。
二
町
谷
埋
立
地
へ
の
企
業
誘
致
を

初
め
と
す
る
課
題
が
山
積
し
て
い
る
が
、
市
民
生
活
の
安
心
・
安

全
と
生
活
の
向
上
が
図
ら
れ
る
市
政
運
営
を
期
待
す
る
。

本 会 議 に お け る 討 論
議案第44号　平成25年度三浦市一般会計決算の認定について

（前号　第 ３章第 ８条から続く）

★�第 ９ 条第 １項～第 ３項……議長は、三浦市議会の代
表として、会議の運営等の職務を行います。また、
円滑な議会運営等を図るため各派代表者会議や全員
協議会を主宰し、会派間の調整や議員の意見の集約
を行います。

★�第 ４ 章では、三浦市議会と行政（市長等）との関係
について定めています。また、会議における市長等
との議論については、新たな手法を取り入れること
で、より充実した議論が行えるようにしました。
★�第１０条第 ２項……本会議での議案質疑や一般質問等
を行う際に、今までの「一括質問・一括答弁」方式
（複数の項目をまとめて質問し、まとめて答弁を受
ける）に加えて、「一問一答」方式（ １つの質問に対
して １つの答弁を繰り返す）を行えるようにしまし
た。
★�第１０条第 ３項……市長の反問範囲は、議員がした質
問の内容確認までとしています。
★�第１１条……本条に基づいて、「三浦市総合計画の基本
構想及び基本計画」と「三浦市都市計画マスタープ
ラン」を議会の議決事件とすることを三浦市議会基
本条例運用基準で定めました。
★�第１２条第 １項、第 ２項……議会は、市が提案する政
策等について、市に詳細な説明を求め、審議を行う
ことで、政策等の精度や効果を高めるとともに、市
民の皆さんにご理解いただけるように努めます。

○三浦市議会基本条例
	 平成２6年 4 月 １ 日施行
　　　第 ３章　議会活動及び議員活動
　（議長の役割）
第	９ 条　議長は、議会を代表し、中立かつ公正に職務を遂行するとともに、議場の秩序
を保持し、議事を整理する等、会議の円滑な運営及び進行に努めるものとする。
２ 	　議長は、会派間の連絡又は調整の場として、各会派の代表者で構成する各派代表者
会議を開催するものとする。
３ 	　議長は、広く議員から意見を求める等、必要があると認めるときは、全議員により
構成する全員協議会を開催するものとする。

　　　第 ４章　議会と行政
　（議会と市長等の関係等）
第	１０条　議会の審議は、二元代表制の下に行われることを踏まえ、常に議員と市長その
他の執行機関及びその補助機関（以下「市長等」という。）との緊張関係の保持の下で
行われなければならない。
２ 	　会議における質疑及び質問は、広く市政上の論点及び争点を明確にするために、対
面による一問一答の方式により行うことができるものとする。
３ 	　市長は、議員の質問に対し、議長の許可を得て反問することができるものとする。
4 	　議会は、市長等が提案する政策、計画、施策、事業等（以下「政策等」という。）の
進捗状況、政策課題に係る市内の状況等を把握するため、市長等に対し、必要な資料
の提供を求めることができるものとする。この場合において、市長等は、速やかに対
応するよう努めるものとする。
　（条例による議決事件）
第	１１条　議会と市長等が共に市民に対する責任を果たし、計画性及び透明性の高い市政
運営に資するため、市長は、市の政策及び施策の基本的な方向を定める構想、計画、
指針その他これらに類するものを策定し、又は変更する（基本的な事項に係る部分に
限る。）に当たっては、地方自治法第９6条第 ２項の規定に基づき議会の議決を経るもの
とする。ただし、市長等の内部管理に係る構想等については、この限りでない。
　（市長等による政策形成過程の説明等）
第	１２条　議会は、市長等が提案する政策等について、その精度をより高めるとともに市
民の理解を得るため、市長等に対し、次に掲げる事項について説明に努めるよう求め
るものとする。
　		⑴～⑹（要約）　政策等の背景、提案の経緯、市民参加手続、市の基本構想及び基本計
画との整合性、将来に対する展望と影響、財源措置
２ 	　議会は、前項の市長等から提案された政策等を審議するに当たっては、その形成過
程及び執行過程における課題等を明らかにし、その執行後に行われる政策評価に資す
るよう努めるものとする。
３ 	　議会は、予算を定める議案及び決算の認定を求める議案を審議するに当たっては、
市長等に対し、当該議案に係る分かりやすい説明資料の作成とその提供に努めるよう
求めるものとする。

　本条例第 ３条第 ６項に基づいて、初めての議会
報告会を市内 ３地区で開催しました。（ １面に写
真を掲載）
　この結果は、三浦市議会のウェブサイト及び次
号の「三浦市議会だより」で
報告します。

多くの皆さんのご参加、
ありがとうございました！
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第 3回定例会の本会議録は、12月上旬から市役所市民協働課、図書館、またはホームページ内の会議録検索システムで閲覧できます。

本会議での議案等の審議結果

【議　案】
第３９号	 三浦市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例
第4０号	 三浦市営住宅条例の一部を改正する条例
第4１号	 三浦市福祉会館条例を廃止する条例
第4３号	 字の区域の変更について
第4５号	 平成２５年度三浦市国民健康保険事業特別会計決算の認定について
第47号	 平成２５年度三浦市介護保険事業特別会計決算の認定について
第4８号	 平成２５年度三浦市市場事業特別会計決算の認定について
第4９号	 平成２５年度三浦市公共下水道事業特別会計決算の認定について
第５０号	 	平成２５年度三浦市第三セクター等改革推進債償還事業特別会計決

算の認定について

第５１号	 平成２５年度三浦市病院事業会計決算の認定について
第５２号	 平成２５年度三浦市水道事業会計決算の認定について
第５３号	 平成２6年度三浦市一般会計補正予算（第 ２号）
第５4号	 平成２6年度三浦市介護保険事業特別会計補正予算（第 １号）
第５５号	 財産の無償譲渡について
第５6号	 平成２6年度三浦市一般会計補正予算（第 ３号）
第５7号	 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
第５８号	 公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて

番　号 件　　　　　　　　名 審議結果

みうら市政会 フォーラムみうら 日本共産党 公明党

石
川　
　

巧

岩
野　

匡
史

神
田　

眞
弓

出
口　

眞
琴

草
間　

道
治

石
原　

正
宣

中
谷　

博
厚

寺
田　

一
樹

出
口　

正
雄

松
原　

敬
司

北
川　

年
一

石
橋
む
つ
み

立
本
眞
須
美

小
林　

直
樹

藤
田　
　

昇

【議案】
第３５号

三浦市特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業の運営に関する基準
を定める条例

原案可決 ○

※
議
長
は
表
決
に
加
わ
ら
な
い

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○

第３6号 三浦市家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準を定める条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○

第３7号
三浦市風致地区条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○

三浦市風致地区条例に対する修正案 否決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●

第３８号 三浦市市税条例の一部を改正する条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○

第4２号 三浦市保育の実施に関する条例を廃
止する条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○

第44号 平成２５年度三浦市一般会計決算の認
定について 原案認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○

第46号 平成２５年度三浦市後期高齢者医療事
業特別会計決算の認定について 原案認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○

〈全員賛成で議決した議案〉

〈賛否が分かれた議案〉　○賛成　●反対

　平成２6年第 4回定例会は、次の日程により開かれる予定です。

月　日 曜日 会　議　名　等

１２月 ２ 日 火 招集告示

4日 木 議会運営委員会（日程・審議方法等決定）

　 ９日 火 本会議（一般質問）

１０日 水 本会議（一般質問）

１１日 木 本会議（一般質問）

１２日 金 総務経済常任委員会

１５日 月 都市厚生常任委員会

１7日 水 財政問題等特別委員会

１９日 金 本会議（委員長報告・採決）

※請願・陳情の提出期限は１２月 ３ 日（水）です。
◆	三浦市議会の本会議及び委員会は公開されていますので、自由に傍
聴することができます。
　		傍聴を希望する方は、市役所本館 4階の受付で、住所、氏名、年齢
を記入してください。
◆お問い合わせは議会事務局へ
　　　電話　 ０ 4 6 − ８ ８ ２ − １ １ １ １ 　内線 4 6 ２ ・ 4 6 ３
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